


要約:新生児集中治療室（NICU)を持つ自治体病院における新生児医療の実態についての調

査(1994 年 11 月)による 30 床以上の新生児病棟の収支、および都立の母子病院の収支状

況をもとに、周産期センターの収支の問題を検討した。重症児を多く収容する施設では、

新生児病棟 1 床当たりの医業収益は 9.124 から 16,15O 千円であったが、これに対する医

業費用は 1.572 から 22.650 千円であり 1床当たりの赤字額は 6,020 から 10,820 千円であ

った。運営赤字への対策としては診療報酬の改定および経営効率を考慮した規模の周産期

センターを配置する必要があり、また、施設・運営基準を作成し、これを満たしている周

産期センターの運営赤字に対しては公的な補助が必要である.補助額は 1 床当たり年間

800-1000 万円が適当であると考えられた.


